
次期川越市教育大綱の策定について  
 

１  教育大綱の主旨や定義等について                    

 教 育 大 綱 に 関 す る 文 部 科 学 省 の 通 知 内 容 は 、 以 下 の と お り と な っ て い る 。  

  ※ 平 成 26 年 7 月 17 日 付 け  文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長  発 出  

   「 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に つ い て

（ 通 知 ）」  

 

 ⑴  主旨  

  ○ 地 方 公 共 団 体 の 長 は 民 意 を 代 表 す る 立 場 で あ る と と も に 、（ 略 ）、 教 育

委 員 会 の 所 管 事 項 に 関 す る 予 算 の 編 成 ・ 執 行 や 条 例 提 案 な ど 重 要 な 権

限 を 有 し て い る 。 ま た 、 近 年 の 教 育 行 政 に お い て は 福 祉 や 地 域 振 興 な

ど の 一 般 行 政 と の 密 接 な 連 携 が 必 要 と な っ て い る 。 こ れ ら を 踏 ま え 、

今 回 の 改 正 に お い て は 、 地 方 公 共 団 体 の 長 に 大 綱 の 策 定 を 義 務 付 け る

こ と に よ り 、 地 域 住 民 の 意 向 の よ り 一 層 の 反 映 と 地 方 公 共 団 体 に お け

る 教 育 、 学 術 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 な 推 進 を 図 る こ と

と し て い る 。  

 

 ⑵  定義  

  ○ 大 綱 は 、 地 方 公 共 団 体 の 教 育 、 学 術 及 び 文 化 の 振 興 に 関 す る 総 合 的 な

施 策 に つ い て 、 そ の 目 標 や 施 策 の 根 本 と な る 方 針 を 定 め る も の で 、 詳

細 な 施 策 を 定 め る も の で は な い 。  

  ○ 大 綱 は 、 教 育 基 本 法 に 基 づ き 策 定 さ れ る 国 の 教 育 振 興 基 本 計 画 に お け

る 基 本 的 な 方 針 を 参 酌 し て 定 め る こ と と さ れ て い る が 、 教 育 の 課 題 が

地 域 に よ っ て 様 々 で あ る こ と を 踏 ま え 、 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 地 域 の

実 情 に 応 じ て 大 綱 を 策 定 す る も の で あ る 。  

 

 ⑶  記載事項  

  ○ 大 綱 の 主 た る 記 載 事 項 は 、 各 地 方 公 共 団 体 の 判 断 に 委 ね ら れ て い る も

の で あ る が 、 主 と し て 、 学 校 の 耐 震 化 、 学 校 の 統 廃 合 、 少 人 数 教 育 の

推 進 、 総 合 的 な 放 課 後 対 策 、 幼 稚 園 ・ 保 育 所 ・ 認 定 こ ど も 園 を 通 じ た

幼 児 教 育 ・ 保 育 の 充 実 等 、 予 算 や 条 例 等 の 地 方 公 共 団 体 の 長 の 有 す る

権 限 に 係 る 事 項 に つ い て の 目 標 や 根 本 と な る 方 針 が 考 え ら れ る こ と 。  

２  次期教育大綱の策定に関する方向性について               

 令 和 ７ 年 度 第 １ 回 総 合 教 育 会 議 （ 令 和 ７ 年 ７ 月 開 催 ） に お い て 、 以 下 の 方

向 性 に つ い て 、 御 了 解 や 御 理 解 を い た だ い た 。  

 ① 現 行 の 教 育 大 綱 （ 総 合 計 画 ） を ベ ー ス に 改 訂 を 行 う こ と 。  

 ② 現 在 策 定 し て い る 第 五 次 川 越 市 総 合 計 画 や 各 個 別 計 画 （ 教 育 振 興 基 本 計

画 、 生 涯 学 習 基 本 計 画 、 文 化 芸 術 振 興 計 画 、 ス ポ ー ツ 推 進 計 画 な ど ） の

内 容 を 踏 ま え た 内 容 と す る こ と 。  

 

３  次期教育大綱 (案 )について                       

 資 料 ２ の と お り と し た い 。  
 

【参考】次期教育大綱 (案 )の概要  

 ○ 名 称 ： 第 三 次 川 越 市 教 育 大 綱  

 ○ 期 間 ： 令 和 ８ 年 度 ～ 令 和 １ ２ 年 度 （ ５ 年 間 ）  

 ○ 内 容 ： 本 市 最 上 位 計 画 で あ る 第 五 次 川 越 市 総 合 計 画 (案 )の 内 容 を 基 本 と

し 、 第 四 次 川 越 市 教 育 振 興 基 本 計 画 (案 )な ど の 各 個 別 計 画 と の 整

合 を 図 っ た 内 容 と し て い る 。  

 ○ 特 徴 ： 現 在 の 川 越 市 教 育 大 綱 と 比 べ て 、 第 五 次 川 越 市 総 合 計 画 (案 )に お

け る 『 教 育 ・ 文 化 ・ ス ポ ー ツ 』 の 施 策 （ 教 育 、 学 術 及 び 文 化 に 関

す る 施 策 ） と 、『 こ ど も ・ 子 育 て 』 (福 祉 等 に 関 す る 施 策 )を は じ め

と し た 各 種 施 策 と の 連 携 を 図 っ て い く 旨 を よ り 強 調 し た 内 容 と な

っ て い る 。  

 

４  次期教育大綱の策定スケジュール (案 )に ついて              

 以 下 の と お り 予 定 し て い る 。  
 

日程  会議・手続等  内容等  

11/19(水 )PM 

 【 本 日 】  

総 合 教 育 会 議  
大 綱 案 の 協 議  

11/20(木 )AM 
庁 議  

 ※ 本 市 最 高 意 思 決 定 機 関  

大 綱 案 の 確 定  

※ 意 見 公 募 手 続 用 の 大 綱 案  

11 月 下 旬 ～  
意 見 公 募 手 続  

 ※ 約 3 0 日 間 の 実 施  

市 民 等 か ら の 意 見 聴 取  

 ※ 意 見 を 基 に 大 綱 案 の 調 整  

～ 3 月 末  
策 定 手 続 （ 決 裁 な ど ）  

 ※ 手 続 後 に 公 表  

大 綱 の 策 定  

 ※ 大 綱 の 内 容 を 最 終 確 定  

  ※ 各 個 別 計 画 （ 教 育 振 興 基 本 計 画 、 生 涯 学 習 基 本 計 画 、 文 化 芸 術 振 興 計 画 等 ） の

策 定 ス ケ ジ ュ ー ル と 歩 調 を 合 わ せ て 、 次 期 教 育 大 綱 も 策 定 予 定  

資料１  
令 和 7 年 11 月 19 日  
令 和 7 年 度 第 2 回 川 越 市 総 合 教 育 会 議  


